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㕸 ၍Ꭼኴ༎�ᆪጜ௭ᇠ�

�ǞȔȋ�ౝ学ƀƾಛᇀのภƂሑにƙƟƇǀたƶに 

 「ӷ和բ᫆」とᎥくと、͆あまりよくわƔらない͇͆自分の៲ᡈにはないբ͇᫆と感じる人がٶいのでは

ないでしǐうƔ。また、学校現場でも、͆知ってはいるけれど、どう教えたらいいのƔわƔらない͇という

٣をᎥくことがあります。 

 資料�ƔらもわƔるように、ࠀКや͞ᙸが、なくなっていない現実があります。また、ᡈ年では、͞ᙸにఌ

したǤȳǿーȍȃトへのきᡂみ等ૼたなբ᫆もឪこっています。ӷ和բ᫆は、いまƩに解ൿできていなࠀ

いբ᫆としてとらえるとともに、ᅶたち一人ひとりのբ᫆として正しく理解し、考え、解ൿしていくことが

大切です。 

Ჶ資料ᲫᲸӷ和բ᫆についての意識ᛦ௹ 

（平成 2� 年神ډ߷Ⴤ実「ჄൟȋーǺᛦ௹」） 

Ძ ӷ和բ᫆（部ᓳࠀК）とは

  ଐ本のഭӪの中で、人為的に形づくられてきた៲分制度により、一部の人々がࠀКされ基本的人権をڞ

われ、˰އや職ಅ、結۟等を制ᨂされるようになりました。ཎ定のע؏（「ӷ和עғ」または「ᘮࠀК部

ᓳ」ともᚕう）Ј៲者であることやそこに˰んでいることを理由にࠀКされる人権բ᫆です。 

Წ КのഭӪ的Ꮡと現在にᐱるまでࠀ

  ܴထˊˌЭに、ࠀКされた人々が集まって˰んでいたע؏はあったとᚕわれています。その᪭Ɣらܴ

ထˊにƔけては、的につくられたというよりも、そのˊの人々の自然မへのရれやരにƔƔわる

「けがれᚇ」などが、ཎ定の২ᘐ、Ꮱ力を持った人や集ׇにݣするရれやࠀКを生じさせていったと࣬わ

れます。̊えば、עᩗやව水といったような自然現ᝋや人や動ཋの生രなど、理解しがたいʙᝋを「けが

れ」として᩼ࠝにऀれていました。そして、「けがれ」のӒݣᛖを「きよめ」とᚕい、けがれをฌめるこ

とƔら大切にされてきました。そのこǖ、大きな߷のඕҾにすむ人々が現れ、ࡊᡯりやދఌᔈき、Ꮱಏや

ྈಏなどのᑸᏡや神ʙ、ཅᬔの解体やര体のϼ理等、രに関わることを生ಅとしていました。これらの

人々は「ඕҾ者」とԠばれ、人知の及ばないᩙ力やᏡ力をもった存在とされてきましたが、ˊが下がる

につれࠀКされるݣᝋにƔわっていきました。 

൶ৎˊになりࢹ々に、൶ৎࠧࡅは、നٟやႊڿ、ထ人とはКの៲分を制度化し、൶ৎˊ中ˌᨀ厳

しいዸめ˄けをࢍ化する中、次第にࠀКも厳しくなっていきました。その中でも、ᘮࠀК៲分の人々は、

ᠾಅ、ཅᬔのႝ᪃加、ᒬޗやᩌᬛづくり、やထのᜩ備、؉やݢ社のฌੈなど、優れた২ᘐを持ち、文

化をዒ১し社会を支えてきました。 

  明ˊになると解્令によって、៲分制度はࡑ止となり、制度上はみな平ൟとなりました。しƔし、

人々のࠀК意識はなくならƣ、さらに、職ಅも自由にᢠべるようになったことで、៲分にˤって認められ

ていたႝ᪃加等の権利がなくなり、ᘮࠀК៲分Ʃった人々への社会的・経ฎ的ࠀКは厳しい状況がዓい
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ていました。こうした状況の中で、ࠀКƔらの解્を求めるᢃ動が各עでڼまりました。 

 大正ˊになると、ӷ和עғ・ᘮࠀК部ᓳの人々が自らので全水平社をо設し、「人のɭに༏あれ、

人間にήあれ」というᚕᓶで結ばれた「水平社ܳᚕ」が৸されました。このܳᚕは、ଐ本のഭӪ上、࢘

ʙ者自៲Ɣら発せられたИめての人権ܳᚕとして、大きな意義をもっています。（令和�年は、水平社о立

�00ԗ年の年に࢘たります。）このような解્ᢃ動は各עに࠼がっていきました。 

そして、ଯ和にλると、基本的人権の尊重がうたわれるଐ本ঙ法が制定されますが、生まれやܼを

重くᙸるກにより、ଐࠝ生活やݼ職、結۟などでࠀКはዓきました。そこで、もբ᫆の解ൿをめざし、

ଯ和�0年に「ӷ和עғに関する社会的及び経ฎ的ᜂբ᫆を解ൿするための基本的方ሊ」についてのሉဎが

Јされ、ßӷ和բ᫆は、ঙ法に保ᨦされ基本的人権にƔƔわるᛢ᫆であり、そのଔ࣯な解ൿは、のᝧѦ

であり、ӷにൟ的ᛢ᫆であるàとしました。それを受けଯ和��年に「ӷ和ݣሊʙಅཎКਜ਼ፗ法」が制

定され、それƔら33年にわたって行され、生活環境のોծ等では、一定の成ௐを上ƛることができまし

た。 

 しƔし、ʻଐでも、ӷ和բ᫆の解ൿをڳƛるようなʙ態がឪきています。ݼ職に本人のᏡ力やᢘ性と

関係のない本ቔעやᚃの職ಅをឋբされたり、Ǥȳǿーȍȃトのਫ਼示ெに、Ɣつてのӷ和עғ・ᘮࠀК部

ᓳのעӸが්されたりしています。また、結۟等にあたっても៲Ψᛦ௹等ӷ様のことがᙸ受けられます。

このように、ࠀК意識は、解ෞされた状況にあるとはいえません。 

 平成 2� 年には、「部ᓳࠀК解ෞ推進法」が行されました。この法ࢷでは、現在もなお部ᓳࠀКが存在

するとともに、ऴإ化の進展にˤって部ᓳࠀКに関する状況の٭化が生じていることを៊まえ、部ᓳࠀК

はᚩされないものであるとの認識が示されています。 

３ ӷ和բ᫆を学習の中でどう取り上ƛるƔ

ӷ和բ᫆を解ൿしていくためには、いƔにᅶたち自៲が考えて、行動していくƔが大切です。学習の中

で取り上ƛるときには、人権բ᫆の一つとして、「ࠀКはいけない」と教えるಅでኳわらせるのではな

く、៲ᡈにある様々な人権にƔƔわるբ᫆とも関ᡲ˄けながら、「なƥ、ࠀКすることをોめなƔったの

Ɣ」というᙻໜで、自分と重ねて考えていくことが重要です。 

ここでは̊として、ݱ学校�年生社会科のഭӪ学習の中でのˮፗづけを示しました。πൟとしての資ឋ・

Ꮱ力を育成する社会科の学習は、学習そのものが人権につながっています。教ࠖのʙЭแ備として、教科

や補助資料をよくᛠんƩり、学年やまわりの教職員とᛅし合ったりすることはもちǖんですが、年間計

画の中で計画的に取り上ƛ、他教科や行ʙなどとの関ᡲをりながら、ಅをоることが大切になってき

ます。 

  

Ჶ�年生のഭӪ学習でӷ和բ᫆にƔƔわる内容の̊Ჸ 

  

ܴထˊ 

 「ܴထ文化」ࠀКされていた人々が生みЈした文化が、ʻ

のଐ本文化につながることを考える。 

 （ݢܤᱴ、ݢ᧚）טࡊ・

・Ꮱಏ（ᚇ᧺ࢄ、ɭ᧺ࢄ）等 

ˊ 

 「Ћ令」τᠾ分ᩉが進み、ٽ౨עと合わせて、៲分の

ϐዻが進んƩことに気づく。 

Ჶ資料や 

関ᡲʙ等Ჸ 

・᧚ݢと 

Ӎׄᢹ 

ᲶഭӪ学習のȆーȞᲸ࢘ʙ者の考え方や生き方にƾれ、自分と重ねて考える 

学
年
・
学
級
目
標
と
の
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ᡲ

他
教
科
や
行
ʙ
と
の
関
ᡲ

他
の
人
権
բ
᫆
と
の
関
ᡲ

「人権学習ワークシート集ò Ü人権教育実践ʙ̊・指導のࡽき（᭗校ዻ 第 �� 集）Ü」神ډ߷Ⴤ
教育ۀ員会（平成 2� 年 2 月）の「Ჱ ӷ和բ᫆について考える」（2��᳸��）の中に、 
ᘮࠀК部ᓳのഭӪ学習におけるᄂᆮ成ௐ等を̊示してあるので参考にしてくƩさい。 

なお、これƔらの知識の整理は、あくまでも人権を尊重する態度を養うために必要で
あるということを理解してくƩさい。 
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 ӷ和բ᫆を考え、解ൿしていくことは、自分の中にあるࠀКや͞ᙸと向き合うことƔらڼまります。 

。Кするͨにբ᫆があることを理解することが大ʙですࠀ、があるのではなく׆КされるͨにҾࠀ、Кはࠀ 

また、ࠀКには合理的なఌਗはありません。ࠀКする人間がいるƔらࠀКբ᫆はឪきるというᙻໜに立ち、

ӷ和բ᫆Ɣらᙸえてくる様々なࠀКや͞ᙸにݣして教職員自ら考え、解ൿに向けて取り組む必要があります。 

Ჶ参考資料などᲸ 

「ӷ和բ᫆の正しい理解のために」人権がすべての人に保ᨦされるע؏社会の実現をめざして 

神ډ߷Ⴤ・神ډ߷Ⴤ教育ۀ員会（平成2�年3月） 

 「人権学習ワークシート集ñ Ü人権教育実践ʙ̊・指導のࡽき（᭗校ዻ 第��集）Ü」  

神ډ߷Ⴤ教育ۀ員会（平成2�年2月） 

「人権学習ワークシート集ò Ü人権教育実践ʙ̊・指導のࡽき（᭗校ዻ 第��集）Ü」  

神ډ߷Ⴤ教育ۀ員会（平成2�年2月） 

൶ৎˊ 

 「៲分制」人ӝのл合ǰȩȕの、ႊڿやထ人とはКに、៲分

上厳しくࠀКをされてきた人々は、ˁʙや˰む場を制ᨂさ

れ、やထのᅛりへの参加をまれるなど厳しいࠀКをうけ

てきた。しƔし、厳しいࠀКをうけながらも、ᒰれた土עを

開َし年ᝡをኛめたり、すƙれた২ᘐで人々の生活に必要な

ဇ具を作成したり、ᑸᏡで人々をಏしませたり、ࢫ人のもと

でܤ維持など社会を支えていたことを知る。 

 「解体ૼ」னဋႉが人体解аをᙸ学した際に、解аをし

ていたのはࠀКされていた人々であることƔらҔ学の発展に

もᝡྂしたことを知る。 

 「ฑ染一੦」К段ࣂᚑをЈされた人々が֑願をЈし、ࣂ

ᚑをગׅさせたことをᛦべ、ࠀКにݣしてった人々の࣬

いと一੦がف加していくˊᏑを共に考える。 

明ˊ 

 「解્令」解્令がЈされても、ࠀКがなくならなƔったこ

とを知り、ࠀКが人々の心にఌࢍくസっていることについて

考える。 

大正ˊ 

 「水平社ܳᚕ」すべての人の尊厳をܣることで、ࠀКをなく

していこうと、自ら立ち上がった人々の࣬いや願いを水平社

ܳᚕƔら考える。  

・人ӝのл合ǰȩ

ȕ 

・人体解аのᙸ学

のዋ 

・ᖅ学ʙڼ 

・К段ࣂᚑ 

・͖ኖ令 

・֑願 

・解્令 

 τࢍ݈・

・ဋ中正ᡯと足ރ

ޛᤸʙˑ 

・水平社ܳᚕ 

・ᙱήɢӴ
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な
ど

ঙ法学習との関ᡲ 

「義Ѧ教育Ν化ᢃ動」教科Ν化ᢃ動を知

り、義Ѧと権利について、自分のଐࠝ生活と

ଐ本ঙ法のƔƔわりについて考える。 

これƔらの自分の生き方について考える 

˯学年Ɣら、様々な人権բ᫆（いじめのբ᫆、ٳ人にƔƔわるբ᫆、ᨦがい者ࠀК等）や

 様性について学んでおくٶ
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資料 

ӷ和բ᫆の正しい理解

Ⴤ教育ۀ員会がଯ和�3年に通知した「神ډ߷Ⴤӷ和教育基本方針」は、平成2�年３月にો定された

「Ɣながわ人権ሊ推進指針」に取りᡂまれて整理されました。 

 ��が成立し、ӷ月「ࢷКの解ෞの推進に関する法ࠀ部ᓳ」の動きとして、平成2�年�2月Ჳଐに

ଐ行（参考資料Ძ）されました。立法にέ立ち、ᘌᜭᨈ法Ѧۀ員会における᧽࠘ൿᜭ（平成2�年�� 

月��ଐ）及び参ᜭᨈ法Ѧۀ員会における᧽࠘ൿᜭ（平成2�年�2月Ჲଐ）（参考資料Წ）がなされてい

ます。 

この法ࢷは、全てのൟに基本的人権の共ஊを保ᨦするଐ本ঙ法の理念にのっとり、部ᓳࠀКはᚩ

されないものであるとの認識の下にこれを解ෞすることが重要なᛢ᫆であるʙにᦷみ、部ᓳࠀКの解ෞ

に関し、基本理念を定め、ɳびに及びע方π共ׇ体のᝧѦを明らƔにするとともに、相ᛩ体制のΪ実、

教育及びգ発等について定めることにより、部ᓳࠀКの解ෞを推進し、部ᓳࠀКのない社会を実現する

ことを目的とするものであります。ӷ和教育のಅを実践するЭに、次のをᛠʕすることをおѰめ

します。 

なお、これらのは、Ⴤ立学校及びࠊထ教育ۀ員会にᣐ˄しています。 

・「これでわƔったᲛ部ᓳのഭӪ ᅶのȀǤǬクᜒࡈ」 上ன Ꭻᓸ 解્Ј༿社（平成�� 年） 

・「ȓǸȥǢȫ部ᓳӪ第Ძ᳸ࠇ第Ჯࠇ」 大᧵人権Ҧཋ（ዻ） 解્Ј༿社（平成��᳸20 年） 

・「神ډ߷の部ᓳӪ」  

「神ډ߷の部ᓳӪ」ዻ集ۀ員会（ዻ集ˊᘙ ᕲ ᝅ）ዻ・ᓸ ɧʚЈ༿社（平成��年） 

・部ᓳӪȖȃクȬȃトêᲫ「部ᓳのഭӪに学ƿ」 神ډ߷部ᓳӪᄂᆮ会（平成2�年�0月） 

・部ᓳӪȖȃクȬȃトêᲬ「ᡈˊ神ډ߷のഭӪをբい直す」 神ډ߷部ᓳӪᄂᆮ会（平成2�年Წ月） 

Ჶ参考文ྂなどᲸ 

「人権教育ȏȳȉȖȃク」神ډ߷Ⴤ教育ۀ員会（令和４年４月） 

参考資料Ძ

部ᓳࠀКの解ෞの推進に関する法ࢷ

平成2�年�2月��ଐ行 

（目的） 

第Ძவ この法ࢷは、現在もなお部ᓳࠀКが存在するとともに、ऴإ化の進展にˤって部ᓳࠀКに関する

状況の٭化が生じていることを៊まえ、全てのൟに基本的人権のʭஊを保ᨦするଐ本ঙ法の理念に

のっとり、部ᓳࠀКはᚩされないものであるとの認識の下にこれを解ෞすることが重要なᛢ᫆であるこ

とにᦷみ、部ᓳࠀКの解ෞに関し、基本理念を定め、ɳびに及びע方π共ׇ体のᝧѦを明らƔにする

とともに、相ᛩ体制のΪ実等について定めることにより、部ᓳࠀКの解ෞを推進し、もって部ᓳࠀКの

ない社会を実現することを目的とする。 

（基本理念） 

第Წவ 部ᓳࠀКの解ෞに関するሊは、全てのൟが等しく基本的人権をʭஊするƔけがえのない̾人

として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部ᓳࠀКを解ෞする必要性にݣするൟ一人一人の

理解を深めるようѐめることにより、部ᓳࠀКのない社会を実現することをଓとして、行われなければ

ならない。 
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 （方π共ׇ体のᝧѦע及び）

第３வ は、Эவの基本理念にのっとり、部ᓳࠀКの解ෞに関するሊをᜒƣるとともに、ע方π共ׇ

体がᜒƣる部ᓳࠀКの解ෞに関するሊを推進するために必要なऴإの੩̓、指導及び助ᚕを行うᝧѦ

をஊする。 

Წ ע方π共ׇ体は、Эவの基本理念にのっとり、部ᓳࠀКの解ෞに関し、とのᢘ切なࢫл分ਃを៊ま

えて、及び他のע方π共ׇ体とのᡲઃをりつつ、そのע؏の実ऴに応じたሊをᜒƣるようѐめる

ものとする。 

（相ᛩ体制のΪ実） 

第４வ は、部ᓳࠀКに関する相ᛩに的確に応ƣるための体制のΪ実をるものとする。 

Წ ע方π共ׇ体は、とのᢘ切なࢫл分ਃを៊まえて、そのע؏の実ऴに応じ、部ᓳࠀКに関する相ᛩ

に的確に応ƣるための体制のΪ実をるようѐめるものとする。 

（教育及びգ発） 

第Ჯவ は、部ᓳࠀКを解ෞするため、必要な教育及びգ発を行うものとする。 

Წ ע方π共ׇ体は、とのᢘ切なࢫл分ਃを៊まえて、そのע؏の実ऴに応じ、部ᓳࠀКを解ෞするた

め、必要な教育及びգ発を行うようѐめるものとする。 

（部ᓳࠀКの実態に係るᛦ௹） 

第Ჰவ は、部ᓳࠀКの解ෞに関するሊの実に資するため、ע方π共ׇ体のң力をࢽて、部ᓳࠀК

の実態に係るᛦ௹を行うものとする。 

᧽ Щ  

この法ࢷは、πࠋのଐƔら行する。 

参考資料Წ

ᘌᜭᨈ法Ѧۀ員会における᧽࠘ൿᜭ

平成2�年��月��ଐ 

  

ࡅは、本法に基づく部ᓳࠀКの解ෞに関するሊについて、ɭˊ間の理解のࠀやע؏社会の実ऴを࠼

く៊まえたものとなるようသ意するとともに、本法の目的である部ᓳࠀКの解ෞの推進による部ᓳࠀКの

ない社会の実現に向けて、ᢘ正Ɣつɠݗなᢃဇにѐめること。  

参ᜭᨈ法Ѧۀ員会における᧽࠘ൿᜭ

平成2�年�2月Ჲଐ 

社会の実؏ע、たり࢘Кの解ෞに関するሊを実するにࠀ方π共ׇ体は、本法に基づく部ᓳע及び

ऴを៊まえつつ、次のʙについて段のᣐॾをすべきである。  

Ძ 部ᓳࠀКのない社会の実現に向けては、部ᓳࠀКを解ෞする必要性にݣするൟの理解を深めるよう

ѐめることはもとより、ᢅӊのൟ間ᢃ動ׇ体の行きᢅƗたᚕ動等、部ᓳࠀКの解ෞを᧹ܹしていた要׆

を៊まえ、これにݣするݣሊをᜒƣることも併せて、ዮ合的にሊを実すること。  

Წ 教育及びգ発を実するに࢘たっては、࢘ᛆ教育及びգ発によりૼたなࠀКを生むことがないように

သ意しつつ、それがჇに部ᓳࠀКの解ෞに資するものとなるよう、その内容、法等にᣐॾすること。  

࢘Кの実態に係るᛦ௹を実するにࠀКの解ෞに関するሊの実に資するための部ᓳࠀは、部ᓳ ３

たっては、࢘ᛆᛦ௹によりૼたなࠀКを生むことがないようにသ意しつつ、それがჇに部ᓳࠀКの解ෞ

に資するものとなるよう、その内容、法等について॰重に౨᚛すること。
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